
 

 

千 葉 市 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 等 の 認 定 等 に 関 す る 要 綱  

 

第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この要綱は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成 

２０年法律第８７号。以下「法」という。）の施行に関し、長期優良

住宅の普及の促進に関する法律施行令（平成２１年政令第２４号）及

び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則（平成２１年国土

交通省令第３号。以下「省令」という。）に定めるもののほか、必要

な事項を定めることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、法に定めのあるもののほか、

次の各号に定めるところによる。 

（１）認定基準 法第６条第１項各号に掲げる基準をいう。 

（２）住宅性能評価書 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１

１年法律第８１号）第５条第１項に規定する住宅性能評価書をいう。 

（３）住宅型式性能認定 住宅の品質確保の促進等に関する法律第３１

条第１項の規定による住宅型式性能認定をいう。 

（４）住宅型式性能認定書 住宅の品質確保の促進等に関する法律第３

１条第１項の規定による住宅型式性能認定であることを証する書

面をいう。 

（５）登録住宅型式性能認定等機関 住宅の品質確保の促進等に関する

法律４４条第３項に規定する登録住宅型式性能認定等機関をいう。 

（６）認証型式住宅部分等 住宅の品質確保の促進等に関する法律第４

０条第１項に規定する認証型式住宅部分等をいう。 

（７）型式住宅部分等製造者認証書 住宅の品質確保の促進等に関する

法律３３条第１項の規定による型式住宅部分等の製造者の認証で

あることを証する書面をいう。 

（８）特別評価方法認定書 住宅の品質確保の促進等に関する法律第５

８条第１項に規定する特別評価方法認定であることを証する書面

をいう。 



 

 

（９）登録試験機関 住宅の品質確保の促進等に関する法律第５９条第

１項に規定する登録試験機関をいう。 

 

第２章 認定の手続き 

 （認定の申請） 

第３条 法第５条第１項から第７項まで（法第８条第２項において準用

する場合を含む。）の規定による認定の申請（以下「認定申請」とい

う。）をしようとする者は、申請書の正本及び副本各１通に、省令第

２条第１項に定める図書を添えて市長に提出するものとする。 

２ 法第６条第２項の規定による申出をしようとする者は、前項に定め

る図書のほか、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１

項に規定する確認の申請書の正本２通及び副本１通を併せて市長に提

出するものとする。 

（構造計算適合性判定の対象となる場合の添付書類） 

第４条 法第６条第２項（法第８条第２項において準用する場合を含

む。）の規定により申出をしようとする者は、当該申出に係る長期優

良住宅建築等計画が、建築基準法第６条の３第１項に規定する構造計

算適合性判定の対象となるときは、法第６条第２項に規定する確認の

申請書に、建築基準法第６条の３第７項の適合判定通知書又はその写

し及び建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第３条の

１２に規定する図書を添えて行うものとする。ただし、同法第６条の

３第１項ただし書の構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有

する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事が、

同法第６条第４項に規定する審査をする場合は、この限りでない。 

第５条 削除 

（添付図書） 

第６条 省令第２条第１項の所管行政庁が必要と認める図書は、次の表

ア欄の区分に応じ、それぞれイ欄に定めるものとする。ただし、住宅

の品質確保の促進等に関する法律第６条の２第５項の確認書若しくは

住宅性能評価書又はこれらの写しを添えて認定の申請をする場合にお

いては、次の表（１）から（３）までに掲げる図書の添付は要しない。 



 

 

 ア イ 

(１) 住宅型式性能認定を受けた

型式に適合する住宅又は住

宅の部分を含む住宅 

住宅型式性能認定書（登録

住宅型式性能認定等機関が

交付する住宅型式性能認定

書 と 同 等 の 確 認 書 を 含

む。）の写し 

(２) 住宅である認証型式住宅部

分等又は住宅の部分である

認証型式住宅部分等を含む

住宅 

型式住宅部分等製造者認証

書の写し 

(３) 長期使用構造等とするため

の措置及び維持保全の方法

の基準を定める件（平成 

２１年国土交通省告示第 

２０９号）第３に定める長

期使用構造等とするための

措置と同等以上の措置が講

じられていることの審査を

要する場合 

当該措置が講じられている

旨を説明した図書又は特別

評価方法認定書（登録試験

機関が行うこれと同等の試

験 の 結 果 の 証 明 書 を 含

む。）の写し 

(４) 地区計画区域内の場合 

（都市計画法（昭和４３年

法律第１００号）第５８条

の２第１項各号に該当する

場合を除く。） 

受理印が押印された地区計

画の届出書の写し 

(５) 都市計画施設等の区域内の

場合 

住宅が長期にわたり存続す

ることが認められる書面等

の写し（土地区画整理事業

区域内で施行中の場合、土

地区画整理法第７６条第１

項の規定による許可を証す



 

 

る書面及び申請書の写し） 

(６) 申請に係る住宅が建築基準

法第６条第１項の規定によ

る確認済証の交付を受けな

ければならないとされる場

合（法第６条第２項の規定

により建築基準法第６条第

１項に規定する建築基準関

係規定に適合するかどうか

の審査を受けるよう申し出

る場合又は法第１８条第１

項の規定による許可を受け

ようとする場合を除く。） 

（ア）当該確認済証の写し 

（イ）建築確認申請図書等

との照合に関する報告

書（要綱様式第１号） 

（７） その他 （ア）長期使用構造等以外

に関する基準チェック

リスト（要綱様式第１

号の２） 

（イ）認定の審査において

必要と認める図書 

 

２ 省令第２条第３項の所管行政庁が不要と認める図書は、次の表ア欄

の区分に応じ、それぞれイ欄に定めるものとする。 

 ア イ 

(１) 住宅型式性能認定を受けた

型式に適合する住宅又は住

宅の部分を含む住宅で、住

宅型式性能認定書の写しを

添付した場合 

当該認定書において、住宅

性能評価の申請において明

示することを要しない事項

として指定されたものに係

る図書 

(２) 住宅である認証型式住宅部

分等又は住宅の部分である

当該認証書において、住宅

性能評価の申請において明



 

 

認証型式住宅部分等を含む

住宅で、型式住宅部分等製

造者認証書の写しを添付し

た場合 

示することを要しない事項

として指定されたものに係

る図書 

 （認定しない旨の通知） 

第７条 市長は、認定申請があった場合において、当該認定申請に係る

長期優良住宅建築等計画等が認定基準に適合しないと認めたときは、

認定しない旨の通知（要綱様式第２号）により申請者に通知するもの

とする。 

 （承認しない旨の通知） 

第８条 市長は、法第１０条の承認をしない場合は、承認しない旨の通

知（要綱様式第３号）により申請者に通知するものとする。 

（計画の通知） 

第９条 法第６条第３項（法第８条第２項において準用する場合を含

む。）の規定による通知は、計画通知書（要綱様式第４号）に建築基

準法第６条第１項の規定による確認の申請書を添えて行うものとする。 

２ 前項において、通知を受けた建築主事は、法第６条第４項（法第８

条第２項において準用する場合を含む。）において準用する建築基準

法第１８条第３項の規定により、当該通知に係る建築物の計画が建築

基準関係規定に適合するかどうかを審査する場合においては、消防長

又は消防署長に同意を求めるものとする。ただし、当該通知に係る建

築物が建築基準法第９３条第１項ただし書の規定に該当する場合にお

いては、この限りでない。 

３ 建築主事は、前項による同意を求めるときは、消防長又は消防署長

の同意を求める通知書（要綱様式第５号）により行うものとする。 

４ 消防長又は消防署長が前項の規定によって同意を求められた場合に

おいては、建築基準法第９３条第２項の規定を準用するものとする。

この場合において、同項中「当該建築物」とあるのは「当該通知に係

る建築物」と、「特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関」とあ

るのは「建築主事」と読み替えるものとする。 

５ 第２項ただし書の規定に該当する場合は、第３条第２項の規定中



 

 

「正本２通」とあるのは、「正本１通」と読み替えるものとする。 

（取下げ届） 

第１０条 認定申請をした者は、市長が法第６条第１項（法第８条第２

項において準用する場合を含む。）の認定をする前に当該認定申請を

取り下げるようとするときは、取下げ届（要綱様式第６号）により市

長に届け出なければならない。 

（取りやめ届） 

第１１条 法第１０条に規定する認定計画実施者は、認定を受けた長期

優良住宅建築等計画等に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめよ

うとするときは、取りやめ届（要綱様式第７号）に認定通知書（省令

第２号様式）を添えて市長に届け出なければならない。 

 （報告） 

第１２条 認定計画実施者は、認定を受けた長期優良住宅建築等計画に

係る住宅の建築工事が完了したときは、当該計画に従って建築工事が

行われた旨を建築士が確認し、速やかに、工事完了報告書（要綱様式

第８号）に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 法第１２条の規定による報告は、認定建築物の建築及び維持保全の

状況に関する報告書（要綱様式第９号）に必要な書類を添えて行うも

のとする。 

 （改善命令） 

第１３条 法第１３条第１項及び第２項の規定による命令は、改善命令

書（要綱様式第１０号）により行うものとする。 

 （認定の取消し） 

第１４条 法第１４条第２項の規定による通知は、計画認定取消通知書

（要綱様式第１１号）により行うものとする。 

 

第３章 認定基準 

（居住環境の維持及び向上に関する基準） 

第１５条 法第６条第１項第３号の居住環境の維持及び向上に配慮され

たものとは、次の各号に定める基準に適合するものであることとする。 

（１）長期優良住宅建築等計画等の申請に係る建築物が、地区計画の区



 

 

域内にある場合には、都市計画法第５８条の２第１項（及び第２

項）の届出が行われ、同条第３項の勧告を受けていないこと。 

（２）長期優良住宅建築等計画等の申請に係る建築物が、次の区域内に

ないこと。ただし、市長が長期にわたって存続できると認めた場

合はこの限りでない。 

ア 都市計画法第４条第４項に規定する促進区域 

イ 都市計画法第４条第６項に規定する都市計画施設の区域 

ウ 都市計画法第４条第７項に規定する市街地開発事業の区域 

（自然災害による被害の発生の防止又は軽減に関する基準） 

第１６条 法第６条第１項第４号の自然災害による被害の発生の防止又

は軽減に配慮されたものとは、長期優良住宅建築等計画等の申請に係

る建築物が、次の区域内にないこととする。ただし、市長が長期にわ

たって存続できると認めた場合はこの限りでない。 

（１）土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律第９条第１項に規定する土砂災害特別警戒区域 

（２）急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第３条第１項に規

定する急傾斜地崩壊危険区域 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年６月４日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２６年６月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により調製さ

れた用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により調製さ

れた用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

 



 

 

附 則 

この要綱は、平成２７年６月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により調製さ

れた用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により調製さ

れた用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和４年２月２０日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行日前に住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備の

ための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法

律（令和３年５月２８日法律第４８号。以下「改正法」という。）の

規定による改正前の法第６条第１項第１号、第２号、第４号及び第５

号に掲げる基準に適合していることについて、住宅の品質確保の促進

等に関する法律（平成１１年法律第８１号）第５条第１項に規定する

登録住宅性能評価機関（以下「登録住宅性能評価機関」という。）が

証する書類が添付された長期優良住宅建築等計画の認定に係る申請に

ついては、なお従前の例による。 

３ この要綱の施行日前に登録住宅性能評価機関から交付された改正前

の法第６条第１項第１号に掲げる基準に適合していることについての

改正法第３条の規定による改正前の住宅の品質確保の促進等に関する

法律第５条第１項に規定する住宅性能評価書の写しが添付された長期

優良住宅建築等計画の認定に係る申請については、なお従前の例によ



 

 

る。 

４ 改正法附則第２条第２項の規定によりなお従前の例によるものとさ

れる長期優良住宅建築等計画の変更（同条第３項各号に規定するもの

を除く。）の認定に係る申請については、なお従前の例による。 

５ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により調整さ

れた用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和４年１０月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により調製さ

れた用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和７年７月１日から施行する。 

 



 

 

要綱様式第１号 

建築確認申請図書等との照合に関する報告書 

（新 築 ／ 増 築・改 築） 

年  月  日 

 

（あて先）千葉市長 

             申請者 住 所 

 

氏 名           

 

長期優良住宅建築等計画が、建築基準法第６条第１項に規定する建

築基準関係規定に適合するものであることについて、建築確認申請図

書等と照合し、相違のないことを確認しましたので、報告します。 

確認を行った図書として、別添のとおり建築確認の確認済証等の写

しを添付します。 

 

 また、計画に変更が生じた時は、速やかに変更申請等の手続きを行

います。 

なお、建築工事が完了した時は、速やかに工事完了報告書を提出 

します。 

記 

１ 申請に係る住宅の位置（地名地番） 

 

２ 建築確認申請図書と照合し相違のないことを確認した建築士等 

 【資  格】（    ）建築士（    ）登録第      号 

 【氏  名】 

 【建築士事務所名】(   )建築士事務所(    )知事登録第      号 

 

 【所 在 地】 

注 法第６条第２項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよ

う申し出る場合は、建築確認の確認済証の写しの添付を要しないものとします。



 

 

要綱様式第１号の２ 

 

長期使用構造等以外に関する基準チェックリスト 

申請者は、太線の枠内のみ記載してください。

基準項目
千葉市

ﾁｪｯｸ欄※

( )階 ( )㎡

)㎡

内 □

外 □

内 □

外 □

内 □

外 □

□

□

□

□

□

□

□

□

□

内 □

外 □

内 □

外 □

※千葉市チェック欄は記入しないで下さい。

申請者氏名

申請に係る住宅の位置
（地名地番）

設計内容説明欄
申請者
ﾁｪｯｸ欄

規模 ・住宅の専用面積≧75㎡ (共同住宅の場合≧40㎡)

□ □・40㎡以上ある階

そのうち階段部分の面積 (

居住環境
への配慮 ・都市計画法12条の5の規定による地区計画区域 □

・都市計画法第4条第7項の規定による土地区画整理事業施行区域 □

・都市計画法第4条第6項の規定による都市計画施設の区域 □

・住宅の劣化状況に応じて、維持保全の方法について見直しを行う
　こととされていること □

維持保全
の方法

・維持保全の期間が３０年以上であること □

・法第２条第３項各号に掲げる住宅の部分について、点検の対象と
　なる部分の仕様に応じた点検の項目及び時期が定められたもので
　あること

□

・点検の時期が、それぞれ認定対象建築物の建築の完了又は直近の
　点検、修繕若しくは改良から１０年を超えないものであること

□

・長期優良住宅建築等計画の変更があった場合に、必要に応じて維
　持保全の方法を変更することとされていること

□

・点検の結果を踏まえ、必要に応じて、調査、修繕又は改良を行う
　こととされていること

□

・地震時及び台風時に臨時点検を実施することとされていること □

□

・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第３条第１項に規
　定する急傾斜地崩壊危険区域

□

資金計画 ・建築に要する費用が適切であること □

・維持保全に要する費用が適切であること □

災害配慮 ・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法
　律第９条第１項に規定する土砂災害特別警戒区域

 



 

 

要綱様式第２号 

認定しない旨の通知 

（新 築 ／ 増 築・改 築 ／  既  存） 

                                          第      号 

                                              年  月  日 

 

申請者                  様 

 

千葉市長                

 

 下記の申請については、下記の理由により長期優良住宅の普及の 

促進に関する法律第６条第１項（同法第８条第２項において準用す 

る場合を含む。）の規定による認定をしないこととしたので、千葉 

市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱第７条の規定に 

基づき、これを通知します。 

 

記 

 

１ 申請年月日 

２ 申請者の住所 

３ 申請に係る住宅の位置（地名地番） 

 

４ 理由 

 

 

 

 

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。



 

 

要綱様式第３号 

承認しない旨の通知 

（新 築 ／ 増 築・改 築 ／ 既 存） 

                                          第      号 

                                              年  月  日 

 

申請者                  様 

 

千葉市長                

 

 下記の申請については、下記の理由により長期優良住宅の普及の 

促進に関する法律第１０条の規定による承認をしないこととしたの 

で、千葉市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱第８条 

の規定に基づき、これを通知します。 

 

記 

 

１ 申請年月日 

２ 申請者の住所 

３ 申請に係る住宅の位置（地名地番） 

 

４ 理由 

 

 

 

 

 

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 



 

 

要綱様式第４号 

計 画 通 知 書 

（新 築 ／ 増 築・改 築） 

年  月  日 

 

 （あて先）千葉市建築主事 

 

   千葉市長          

 

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第６条第２項（同法第８ 

条第２項において準用する場合を含む。）の規定による申し出があ 

りましたので、同法第６条第３項の規定に基づき、長期優良住宅建 

築等計画を次のとおり通知します。 

なお、当該審査に伴い、千葉市長期優良住宅建築等計画等の認定 

等に関する要綱第９条第２項の規定に基づき、消防長又は消防署長 

の同意を要する場合は、同意を求めるようお願いします。 

 

１ 申請年月日・受付番号 

 

 

２ 申請者の住所・氏名（法人の場合は所在地、名称及び代表者の氏名） 

 

 

 

３ 申請に係る建築物の位置（地名地番） 

 

 

※ 受 付 欄 ※ 備 考 欄 

 

 



 

 

要綱様式第５号 

消防長又は消防署長の同意を求める通知書 

（新 築 ／ 増 築・改 築） 

年  月  日 

 

 （あて先）千葉市消防長又は消防署長 

 

        千葉市建築主事 

 

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（以下「法」という。）第

６条第３項（同法第８条第２項において準用する場合を含む。）の規

定による通知を受けたので千葉市長期優良住宅建築等計画等の認定等

に関する要綱第９条第３項の規定に基づき、消防長又は消防署長の同

意を求めます。ついては、同項４項において準用する建築基準法第９

３条第２項の規定による同意する旨又は同意できない事由の通知をお

願いします。 

また、法第６条第４項において準用する建築基準法第９３条第４項

の規定により、併せて通知します。 

 

１ 申請受理番号 

 

２ 通知を受理した日 

 

３ 申請者の住所・氏名（法人の場合は所在地、名称及び代表者の氏名） 

 

 

 

４ 申請に係る建築物の位置（地名地番）



 

 

要綱様式第６号 

取 下 げ 届 

（新 築 ／ 増 築・改 築 ／ 既 存） 

年  月  日 

（あて先）千葉市長 

             申請者 住 所 

                 

氏 名           

 

下記の認定の申請を取り下げたいので、千葉市長期優良住宅建築等

計画等の認定等に関する要綱第１０条の規定に基づき、届け出ます。 

 

記 

 

 １ 申請年月日 

        年   月   日 

 ２ 確認の特例の有無（法第６条第２項に基づく申し出） 

        有   無 

 ３ 申請に係る住宅の位置（地名地番） 

 

 ４ 取り下げ理由 

 

 

 

※ 受 付 欄 ※ 備 考 欄 

 

 

注 ※印欄は記入しないでください。



 

 

要綱様式第７号 

取 り や め 届 

（新 築 ／ 増 築・改 築 ／ 既 存） 

年  月  日 

（あて先）千葉市長 

         認定計画実施者 住 所 

                  

氏 名          

 

認定長期優良住宅建築等計画等に基づく住宅の建築又は維持保全

を取りやめたいので、千葉市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関す

る要綱第１１条の規定に基づき、届け出ます。 

 

記 

 

 １ 長期優良住宅建築等計画等の認定番号 

        第         号 

 ２ 長期優良住宅建築等計画等の認定年月日 

        年    月    日 

 ３ 認定に係る住宅の位置（地名地番） 

 

４ 取りやめ理由 

 

 

 

※ 受 付 欄 ※ 備 考 欄 

 

 

注 １ ※印欄は記入しないでください。 

２ 認定通知書等を添付してください。



 

 

要綱様式第８号 

工事完了報告書 

（新 築 ／ 増 築・改 築） 

  年  月  日 

（あて先）千葉市長 

         認定計画実施者 住 所 
                 
氏 名           

 

認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了しま 

したので、千葉市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱 

第１２条第１項の規定に基づき、次のとおり報告します。 

記 

１ 長期優良住宅建築等計画の認定番号     第    号 

２ 長期優良住宅建築等計画の認定年月日    年  月  日 

３ 確認の特例の有無（法第６条第２項に基づく申し出） 

   有無（確認年月日・番号                 ） 

４ 工事完了日（検査済証の交付年月日）    年  月  日 

５ 認定に係る住宅の位置 

  （地  番） 

  （住居表示） 

６ 認定計画実施者の氏名 

          電話番号 

７ 認定長期優良住宅建築等計画に基づき、住宅の建築が完了したこと

を確認した建築士等 

 【資  格】（    ）建築士（    ）登録第      号 

 【氏  名】 

 【建築士事務所名】(   )建築士事務所(    )知事登録第      号 

 

 【所 在 地】 

※ 受 付 欄 ※ 備 考 欄 

 

 

注 ※印欄は記入しないでください。



 

 

要綱様式第９号 

認定建築物の建築及び維持保全の状況に関する報告書 

（新 築 ／ 増 築・改 築 ／ 既 存） 

年  月  日 

（あて先）千葉市長 

        認定計画実施者  住 所 

                 

氏 名          

 

千葉市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱第１２条 

第２項の規定に基づき、認定建築物の建築及び維持保全の状況につ 

いて、次のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 長期優良住宅建築等計画等の認定番号    第     号 

２ 長期優良住宅建築等計画等の認定年月日   年  月  日 

３ 認定に係る住宅の位置（地名地番） 

 

４ 建築又は維持保全の内容 

 

 

 

 

※ 受 付 欄 ※ 備 考 欄 

 

 

注 ※印欄は記入しないでください。



 

 

要綱様式第１０号 

改 善 命 令 書 

（新 築 ／ 増 築・改 築 ／ 既 存） 

                                          第      号 

                                              年  月  日 

 

認定計画実施者                様 

 

千葉市長                

 

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第１３条（第１項・第２ 

項・第３項）の規定により、改善の措置をとることを命ずる。 

 

記 

 

１ 長期優良住宅建築等計画等の認定番号    第     号 

２ 長期優良住宅建築等計画等の認定年月日   年  月  日 

３ 認定に係る住宅の位置（地名地番） 

 

４ 認定計画実施者の住所 

 

５ 命ずる措置 

 

６ 改善の期限 

 

 

 

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。



 

 

要綱様式第１１号 

計 画 認 定 取 消 通 知 書 

（新 築 ／ 増 築・改 築 ／ 既 存） 

第      号 

                                              年  月  日 

 

                  様 

 

千葉市長                

 

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第１４条第１項の規定に 

より、長期優良住宅建築等計画等の認定を取り消したので、同条第 

２項に基づき、これを通知します。 

 

記 

 

１ 長期優良住宅建築等計画等の認定番号    第     号 

２ 長期優良住宅建築等計画等の認定年月日   年  月  日 

３ 認定に係る住宅の位置（地名地番） 

 

４ 認定計画実施者の住所 

 

５ 理由 

 

 

 

 

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 


